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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】 

平成19年６月20日に提出した第７期（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）有価証券報告書の記載事項の

一部に訂正を要する箇所がありましたので、これを訂正するために有価証券報告書の訂正報告書を提出するものであり

ます。 

２【訂正事項】 

第一部 企業情報 

 第４ 提出会社の状況 

 ６ コーポレート・ガバナンスの状況 

   コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方 

３【訂正箇所】 

  訂正箇所は      線で示しております。 

第一部【企業情報】 

 第４【提出会社の状況】 

 ６【コーポレート・ガバナンスの状況】 

  コーポレート・ガバナンスに対する基本的な考え方 

（訂正前） 

 当行は、透明、厳正かつ効率的なガバナンス体制を確立し、事業活動を通じて長期的・安定的に利益を計上し、健

全に存続し続けることにより、株主の負託に応えるよう努めております。 

 当行は新銀行として発足以後、取締役会と業務執行陣の責任と役割を明確にすることにより、長期的な経営戦略に

関する基本的な方針の決定を行いつつ、環境変化や顧客ニーズに柔軟かつ迅速に応えていくという体制を確立し、業

務を進めてまいりました。この考え方を一層確固たるものとするために、平成16年６月の定時株主総会終了時をもっ

て委員会等設置会社に移行し、会社法施行後も引き続き委員会設置会社として、これまでの体制を維持・進化させて

おります。なお、取締役、執行役の員数はそれぞれ20名以内と定款において定めています。 

（訂正後） 

 当行は、透明、厳正かつ効率的なガバナンス体制を確立し、事業活動を通じて長期的・安定的に利益を計上し、健

全に存続し続けることにより、株主の負託に応えるよう努めております。 

 当行は新銀行として発足以後、取締役会と業務執行陣の責任と役割を明確にすることにより、長期的な経営戦略に

関する基本的な方針の決定を行いつつ、環境変化や顧客ニーズに柔軟かつ迅速に応えていくという体制を確立し、業

務を進めてまいりました。この考え方を一層確固たるものとするために、平成16年６月の定時株主総会終了時をもっ

て委員会等設置会社に移行し、会社法施行後も引き続き委員会設置会社として、これまでの体制を維持・進化させて

おります。なお、取締役、執行役の員数はそれぞれ20名以内と定款において定めており、また、取締役の選任決議

は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもっ

てこれを行う旨を定款に定めております。 

以 上
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